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はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る 

療養費の改正について 

 

 

 

 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費につきましては、社会

保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会において、療養費の改定や中長期的な議

題が議論されているところであります。 

 この度、令和４年度柔道整復師の療養費改定率（+0.13％）が決定するとともに、算定基準及

び施術料金等が改正され、本年６月１日より施行される旨、厚生労働省より通知が発出されまし

たので関連通知を含めご連絡申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

【添付資料】 

 

1. 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取

扱いについて」の一部改正について 
（令 4.5.31 保発 0531 第 3 号 厚生労働省保険局長） 

2. はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について 
（令4.5.31 保医発0531第2号 厚生労働省保険局長） 
3. 「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料

の送付について」の一部改正について 
（令 4.5.31 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

 



 

保発０５３１第３号 

令和４年５月３１日 

 

都 道 府 県 知 事 

殿 

地方厚生（支）局長 

 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 

療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について 

 

 

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任に

ついては、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受

領委任の取扱いについて」（平成 30年６月 12日保発 0612第２号厚生労働省保険局長通知。

以下「当該通知」という。）により取り扱われているところであるが、今般、当該通知の一

部を下記のとおり改正し、令和４年６月１日以降の施術分から適用することとしたので、

貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配慮願いたい。 

 

記 

 

１ 別添１の様式の一部を次の表のように改正する。 

  ただし、旧様式による別添１（様式第７号）の用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用できることとする。 

 



○「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」「別添１ 受領委任の取扱規程」   新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

新 旧 

 

 

 



 

保発０５３１第２号 

令和４年５月３１日 

 

都 道 府 県 知 事 

殿 

地方厚生（支）局長 

 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師 

の施術に係る療養費の支給について 

 

 

はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、今般、

従前の施術料金等を下記のとおり改め、令和４年６月１日以降の施術分から適用する

こととしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏のない

よう御配慮願いたい。 

 

記 

 

１ はり、きゅう 

（１）初検料 

① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 

１，７８０円 

 

② ２術（はり、きゅう併用）の場合 

１，８６０円 

 

（２）施術料 

① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 

１回につき １，５５０円 

 

  ② ２術（はり、きゅう併用）の場合 

１回につき １，６１０円 

 

注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又

はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない



電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として１

回につき３４円を加算する。 

 

（３）往療料 ２，３００円 

 

注１ 往療距離が片道４キロメートルを超えた場合は、２，５５０円とする。 

 

注２ 片道１６キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対

的な理由がある場合以外は認められないこと。 

 

（４）施術報告書交付料 ４８０円 

 

２ あん摩・マッサージ 

（１）マッサージを行った場合 

１局所につき ３５０円 

 

（２）温罨法を（１）と併施した場合 

１回につき １２５円加算 

 

注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の

範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用

した場合にあっては、１６０円とする。 

 

（３）変形徒手矯正術を（１）と併施した場合 

１肢につき ４５０円加算 

 

   注 変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない。  

 

（４）往療料 ２，３００円 

 

注１ 往療距離が片道４キロメートルを超えた場合は、２，５５０円とする。 

 

注２ 片道１６キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対

的な理由がある場合以外は認められないこと。 

 

（５）施術報告書交付料 ４８０円 

 



○「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

新 旧 

 

１ はり、きゅう 

（１）初検料 

① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 

１，７８０円 

 

② ２術（はり、きゅう併用）の場合 

１，８６０円 

 

（２）施術料 

① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 

１回につき １，５５０円 

 

  ② ２術（はり、きゅう併用）の場合 

１回につき １，６１０円 

 

注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、

はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす

おそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場

合は、電療料として１回につき３４円を加算する。 

 

（３）往療料 ２，３００円 

 

注１ 往療距離が片道４キロメートルを超えた場合は、２，５５０円と 

する。 

注２ 片道１６キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とす

る絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 

 

（４）施術報告書交付料 ４８０円  

 

１ はり、きゅう 

（１）初検料 

① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 

１，７７０円 

 

② ２術（はり、きゅう併用）の場合 

１，８５０円 

 

（２）施術料 

① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 

１回につき １，５５０円 

 

  ② ２術（はり、きゅう併用）の場合 

１回につき １，６１０円 

 

注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、

はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす

おそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場

合は、電療料として１回につき３０円を加算する。 

 

（３）往療料 ２，３００円 

 

注１ 往療距離が片道４キロメートルを超えた場合は、２，５５０円と 

する。 

注２ 片道１６キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とす

る絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 

 

（４）施術報告書交付料 ４６０円  



 

２ あん摩・マッサージ 

（１）マッサージを行った場合 

１局所につき ３５０円 

 

（２）温罨法を（１）と併施した場合 

１回につき １２５円加算 

 

注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージ

の業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気

光線器具を使用した場合にあっては、１６０円とする。 

 

（３）変形徒手矯正術を（１）と併施した場合 

１肢につき ４５０円加算 

 

注 変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められない。  

 

（４）往療料 ２，３００円 

 

注１ 往療距離が片道４キロメートルを超えた場合は、２，５５０円と

する。 

注２ 片道１６キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とす

る絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 

 

（５）施術報告書交付料 ４８０円 

 

 

２ あん摩・マッサージ 

（１）マッサージを行った場合 

１局所につき ３５０円 

 

（２）温罨法を（１）と併施した場合 

１回につき １１０円加算 

 

注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージ

の業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気

光線器具を使用した場合にあっては、１５０円とする。 

 

（３）変形徒手矯正術を（１）と併施した場合 

１肢につき ４５０円加算 

 

注 変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められない。  

 

（４）往療料 ２，３００円 

 

注１ 往療距離が片道４キロメートルを超えた場合は、２，５５０円と

する。 

注２ 片道１６キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とす

る絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 

 

（５）施術報告書交付料 ４６０円 

 



 

 

事  務  連  絡  

令和４年５月 31 日  

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

 国 民 健 康 保 険 主 管 課 （ 部 ）   

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）  

 

 

                       厚生労働省保険局医療課  

 

 

「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに 

関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について 

 

 

「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義

解釈資料の送付について」（平成 30 年 12 月 27 日事務連絡）の一部を別紙のとおり改

正しますので、関係者に周知を図るとともに、窓口での相談対応等にご活用いただき、

個々の事案の状況により判断する際の参考とされますようお願いいたします。 

 

御中 



 

○「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」（平成 30年 12月 27日事務連絡） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 

（問47） 施術管理者が患者等から支払をうける一部負担金の金額は、ど

のように計算するか。 

 

（答） 施術に要した費用（取扱規程第３章の16の算定基準により算定し

た額）に患者の一部負担金の割合（１割・２割・３割）を乗じる（１

円単位で計算）。なお、１円未満の金額は、四捨五入の取扱いとす

ること。 

また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲

示（１円未満の金額は四捨五入を行い、１円単位で計算する旨）を

行うことにより、患者等との間で混乱が生じないようにする。（取

扱規程第３章の19） 

 

 

（問 61） 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、

施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受ける必要がある

が、患者が認知症などにより確認ができず家族もいない場合など真

にやむを得ない場合、患者の介護者など、患者又は家族以外の者の

確認を受けてもよいか。 

 

（答） 事例のような場合、患者の介護者など、患者又は家族以外の者の

確認を受けてやむを得ないものと考えられる。この場合、代理で確

認した者の氏名、患者又は家族との関係及び代理で確認した理由を

申請書に記入すること。（取扱規程第４章の 24(5)） 

 

 

 

 

 

 

 

（問47） 施術管理者が患者等から支払をうける一部負担金の金額は、ど

のように計算するか。 

 

（答） 施術に要した費用（取扱規程第３章の16の算定基準により算定し

た額）に患者の一部負担金の割合（１割・２割・３割）を乗じる（１

円単位で計算）。 

 

また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲

示を行うことにより、患者等との間で混乱が生じないようにする。

（取扱規程第３章の19） 

 

 

 

（問 61） 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、

施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受ける必要がある

が、患者が認知症などにより確認ができず家族もいない場合など真

にやむを得ない場合、患者の介護者など、患者又は家族以外の者の

確認を受けてもよいか。 

 

（答） 事例のような場合、患者の介護者など、患者又は家族以外の者の

確認を受けてやむを得ないものと考えられる。（取扱規程第４章の

24(5)） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（問 62-1）「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る

療養費に関する受領委任の取扱いについて」（平成 30 年６月 12 日

保発 0612 第２号厚生労働省保険局長通知）の別添１「受領委任の

取扱規程」の第４章の 24 の(5)により、「施術管理者は、毎月、申

請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施

術内容の確認を受けたうえで申請書の代理人欄の申請者欄に署名

を求めること。併せて、被保険者等に係る住所、委任年月日につい

て患者より記入を受けること。ただし、当該各事項について、当該

患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができない

やむを得ない理由がある場合には、施術者等が代理記入し当該患者

から押印を受けること。」とされているが、この場合の施術者等に

よる代理記入の方法は、手書きでなければならないのか。 

 

（答） 施術者等による代理記入の方法は、手書きに限らず、パソコン等

による記入でも差し支えない。（取扱規程第４章の 24(4)(5)） 

ただし、代理記入を行う場合であっても、施術管理者は、毎月、

療養費支給申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体

的な日付や施術内容の確認を受ける必要があり、また、患者の症状

（体を全く動かすことができない、重度の認知症など）により署名

又は押印ができないなど真にやむを得ない場合に、療養費の請求権

者（被保険者等）の署名又は押印を被保険者等又は患者以外の者が

代理で行ったときは、代理で署名又は押印した者の氏名、請求権者

（被保険者等）との関係及び代理で署名又は押印した理由を申請書

に記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（問 62-2） 施術管理者は、毎月、療養費支給申請書の確認を受けたう

えで、患者（被保険者等）に署名又は押印を求める必要があるが、

患者の症状（体を全く動かすことができない、重度の認知症など）

により署名又は押印ができないなど真にやむを得ない場合、どのよ

うに取り扱えばよいか。 

 

（答） 療養費の請求権者（被保険者等）の署名又は押印は、被保険者等

が自ら又は被保険者等から許可を受けた患者が代理で行うもので

ある。ただし、次のその他の者が代理で行う場合、代理で署名又は

押印した者の氏名、請求権者（被保険者等）との関係及び代理で署

名又は押印した理由を申請書に記入する。 

①～④ （略） 

（取扱規程第４章の 24(4)(5)） 

 

 

（問 106） 療養費支給申請書の「給付割合」欄は、どのように記入する

か。 

 

（答） 国民健康保険、退職者医療及び後期高齢者医療の場合、該当する

給付割合を○で囲む。ただし、７割の場合は記入しない。（取扱規

程第４章の 24(1)、様式第６号、様式第６号の２） 

 

 

 

（問 62） 施術管理者は、毎月、療養費支給申請書の確認を受けたうえ

で、患者（被保険者等）に署名又は押印を求める必要があるが、患

者の症状（体を全く動かすことができない、重度の認知症など）に

より署名又は押印ができないなど真にやむを得ない場合、どのよう

に取り扱えばよいか。 

 

（答） 療養費の請求権者（被保険者等）の署名又は押印は、被保険者等

が自ら又は被保険者等から許可を受けた患者が代理で行うもので

ある。ただし、次のその他の者が代理で行う場合、代理で署名又は

押印した者の氏名、請求権者（被保険者等）との関係及び代理で署

名又は押印した理由を記入する。 

①～④ （略） 

（取扱規程第４章の 24(4)(5)） 

 

 

（問 106） 療養費支給申請書の「給付割合」欄は、どのように記入する

か。 

 

（答） 国民健康保険及び退職者医療の場合、該当する給付割合を○で囲

む。ただし、７割の場合は記入しない。（取扱規程第４章の 24(1)、

様式第６号、様式第６号の２） 
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